
�愛媛県告示第２２８１号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び新

居浜市において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学工業株式会社

大阪市中央区北浜四丁目５番３３号

代表取締役 米倉弘昌

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学工業株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設に関する事項

� 乾燥廃ガス水洗塔 ３Ｔ－７９３

� 排ガス洗浄塔 ３Ｔ－５０５
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印 刷 岡田印刷株式会社
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告 示

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６～８

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２３０

最大 ５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４７０

最大 １，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０

最大 １２

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 タ廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，３５０ノルマル立方メー
トル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第３７号 タ廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１２，０００ノルマル立方メー
トル処理
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� 除害塔１ ３Ｔ－９０１

� 除害塔２ ３Ｔ－９０４

� ベントガス洗浄塔 ３Ｔ－８５７

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 タ廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２，８５０ノルマル立方メー
トル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７～９

最大 ７～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４５

最大 ６０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ８０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２

最大 １５

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 タ廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２，８５０ノルマル立方メー
トル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １３～１４

最大 １３～１４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 ６０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ３

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４８

最大 ５８

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 タ廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり３７５ノルマル立方メート
ル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６～８

最大 ５～１０

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８～１０

最大 ８～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３５

最大 ７０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８，３００

最大 ９，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４８

最大 ５８

愛 媛 県 報平成１５年１２月１６日 第１５１８号
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� 洗浄塔 ３Ｔ－０９１

� ＨＣＮ除害塔 ５Ｔ－２０２

� 精留塔２ ３Ｔ－２０３

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８０

最大 １５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２９

最大 ３５

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 タ廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり３，０００ノルマル立方メー
トル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９～１２

最大 ８～１３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５

最大 ８

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 タ廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１５０ノルマル立方メート
ル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４３，０００

最大 ６５，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３７，０００

最大 ５６，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８

最大 １０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１，６８０トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２～４

最大 １～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６，０００

最大 ８，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ３０
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� ＣＯ２ 洗浄塔 ３Ｔ－８０４

� 第一脱水塔 ３Ｔ－０４１

� 濃縮ドレンセパレータ ３Ｄ－８０７

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９１

最大 １１０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり７５０ノルマル立方メート
ル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７～１０

最大 ６～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７０

最大 １５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 １，５００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３０

最大 １５６

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２３０トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３～６

最大 ３～６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８

最大 ３３

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２７３トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８～１０

最大 ７～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３０

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５０

最大 ３００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

愛 媛 県 報平成１５年１２月１６日 第１５１８号
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� 溶媒回収塔リボイラー ３Ｅ－８５８

� 排ガスコンデンサー２ ３Ｅ－８１２

� 精製塔 ６Ｔ－２０３

� 精留塔１ ３Ｔ－２０５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １６６

最大 ２００

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２３トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８～１０

最大 ８～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ４００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １５

最大 １８

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２９トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８～１０

最大 ７～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７０

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １９

最大 ２３

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり６８トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２～５

最大 ２～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３００

最大 ６００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５０

最大 ２８０

愛 媛 県 報平成１５年１２月１６日 第１５１８号

１２５３



� 軽沸コンデンサ ５Ｅ－３０２－２

� 濃縮塔 ６Ｔ－２０４

� 精留塔 ３Ｔ－４０１

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，２００ノルマル立方メー
トル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～３

最大 １～３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００，０００

最大 １２０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７２

最大 ７９

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり４２トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～３

最大 １～３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６５０

最大 ２，５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３

最大 １６

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり４８トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２～５

最大 ３～６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００，０００

最大 １５０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５，０００

最大 ２５，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５

最大 ６

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１８０トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに
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� 分離塔 ３Ｔ－４０２

� 封水セパレータ ３Ｄ－４０６

� 脱安コンデンサー ３Ｅ－５０３

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ４～５

最大 ４～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４４，０００

最大 ６０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６，７００

最大 ８，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７

最大 ９

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１４７トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５～７

最大 ５～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００，０００

最大 ９００，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２

最大 ３

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり３６０トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６～７

最大 ４～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３３，０００

最大 ４０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７０

最大 １００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２７

最大 ３０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり３７０トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続
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� 排ガスコンデンサー１ ３Ｅ－７９２

� 溶媒回収塔 ３Ｔ－８５５

� ミキサーセトラー ５ＴＫ－４０２

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９～１２

最大 ８～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５００

最大 ７５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７４，０００

最大 １００，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０

最大 １２

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２６トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７～９

最大 ７～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 ８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 ２００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７

最大 ２０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１２０トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９～１１

最大 ９～１１

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６７，０００

最大 ８７，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，１００

最大 ４，１６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４１

最大 ４６

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 ロ分離施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１４６トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し
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� 急冷塔 ６Ｔ－２０１

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 活性汚泥処理施設（既設）

� Ｎｏ２ＷＡＯ（既設）

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～３

最大 １～３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７，０００

最大 １０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８７，０００

最大 １０４，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７８

最大 ８２

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 イ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり３０，０００ノルマル立方メー
トル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～５

最大 １～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５，０００

最大 １０，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８０，０００

最大 ９０，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３４

最大 ４０

設 置 年 月 日 昭和４７年５月１２日

処 理 施 設 の 種 類 活性汚泥処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１２７メートル 横８５メートル
高さ６．７メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和・凝集沈殿・散気式活性汚泥処理
方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３～９

最大 ２～１０

通常 ７～８

最大 ８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７３６．４

最大 １，０４３．０

通常 １５９．６

最大 ２００．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４２９．８

最大 ９３９．０

通常 ３７．６

最大 ７０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８００

最大 １，０００

通常 ２００

最大 ２５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ３８

通常 ５

最大 ８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １９，４２２

最大 ２４，０００

通常 １９，４２２

最大 ２４，０００

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月後

使用開始の予定年月日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 接触型加圧湿式酸化方式及び脱窒方式

処 理 施 設 の 構 造 円筒型反応塔

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径 １メートル 長さ８．４メートル
×２基

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３６０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 接触型加圧湿式酸化方式及び脱窒方式
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� アルカリダイジェスター ６Ｄ－５０２（新設）

� ３ＭＮ焼却炉（新設）

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ４～９

最大 ４～９

通常 ５～９

最大 ４～１１

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １７，３３１

最大 ３０，２６８

通常 ７６３

最大 １，３３８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，３４９

最大 ３，４５９

通常 ４１１

最大 １，２５４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３５，９０１

最大 ５５，３６２

通常 １，５０９

最大 ３，７７０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５５４．２

最大 ６６１

通常 １，２５８．２

最大 １，４９５

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月後

使用開始の予定年月日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 円筒縦型アルカリダイジェスター

処 理 施 設 の 構 造 ＳＵＳ－３１６Ｌ

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径２．２メートル 高さ８．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３００トン処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 アルカリ加水分解

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２～５

最大 ２～５

通常 １０～１３

最大 １０～１３

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３００

最大 ６００

通常 ２８８

最大 ５６０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ５０

通常 ２０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

通常 ０．５

最大 １

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５０

最大 ２８０

通常 ２６０

最大 ３００

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月後

使用開始の予定年月日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 焼 却

処 理 施 設 の 型 式 円筒横型焼却炉

処 理 施 設 の 構 造 外筒鋼板内部耐火レンガ

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 内径３．５メートル 長さ１９メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１７５立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 焼 却

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～４

最大 １～４

通常 －

最大 －

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９６，７１５

最大 １２３，７７０

通常 －

最大 －

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ６０

通常 －

最大 －

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８００

最大 １，４００

通常 －

最大 －

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

通常 －

最大 －
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� ４ＣＴ（新設）

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口

� 東総合排水口

�������
�愛媛県告示第２２８２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく

特定施設の構造等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に

規定する書面は、愛媛県庁及び新居浜市において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学工業株式会社

大阪市中央区北浜四丁目５番３３号

代表取締役 米倉弘昌

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学工業株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１第２４号イ、ロ、ニ、ホ、第２７号イ、ロ、ハ、ヌ、ル、第

３２号イ、ロ、ニ、第３３号ロ、ハ、ヌ、第３５号イ、ロ、ハ、

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３５

最大 １７５

通常 －

最大 －

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月後

使用開始の予定年月日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 液中燃焼

処 理 施 設 の 構 造 外筒鋼板内部耐火レンガ

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径３．４メートル
高さ１１．８メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２２０トン処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 燃焼式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７～１０

最大 ７～１１

通常 ７～１０

最大 ７～１１

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３３，０３５

最大 ４５，１０３

通常 １０

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

通常 ２００

最大 ３００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３６，６００

最大 ４４，０００

通常 ２０

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

通常 ０．０１

最大 ０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １９５

最大 ２２０

通常 ６２４

最大 ７５０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．５～８．７

最大 ８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １７．５７

最大 ３５．０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．５～８．８

最大 ８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．３３

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１．０

最大 ６０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．０

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，１７４

最大 ３３，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２９．８２

最大 ６９．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４．０

最大 ３０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４８，９７８

最大 ３２７，０００
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第３７号イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヌ、ヨ、タ、第４６号イ、ロ、

ニ、第７１の４号及び第７４号

４ 変更しようとする事項の内容

汚水等の処理の方法等の変更

５ 汚水等の処理施設に関する事項

� 既設分

活性汚泥処理施設

�１湿式酸化処理施設

液中焼却炉 ３ＣＴ

� 新設分

３ＭＮ焼却炉

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
３～９
最大
２～１０

通常
７～８
最大
８．７

通常
３～９
最大
２～１０

通常
７～８
最大
８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
７４０．８
最大

１，０４３．０

通常
１８３．７
最大
２２４．０

通常
７３６．４
最大

１，０４３．０

通常
１５９．６
最大
２００．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
４６８．５
最大
９３９．０

通常
３７．６
最大
７０．０

通常
４２９．８
最大
９３９．０

通常
３７．６
最大
７０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
８００
最大
１，０００

通常
２００
最大
２５０

通常
８００
最大
１，０００

通常
２００
最大
２５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
３０
最大
３８

通常
１０
最大
１３

通常
３０
最大
３８

通常
５
最大
８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１７，９６０
最大
２４，０００

通常
１７，９６０
最大
２４，０００

通常
１９，４２２
最大
２４，０００

通常
１９，４２２
最大
２４，０００

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
１２～１４
最大
１２～１４

通常
６～８
最大
５～９

通常
１２～１４
最大
１２～１４

通常
６～８
最大
５～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
２１，９３８
最大
２８，６２３

通常
５８０
最大

１，０９５．８

通常
２１，５０５
最大
２８，６２３

通常
５４５
最大

１，０９５．８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
８７
最大
１３６

通常
１２２
最大
２７６

通常
８７
最大
１３６

通常
１２２
最大
２７６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
７，８４６
最大
１５，１４９

通常
７，７６０
最大
１３，１１６

通常
４，１３９
最大
１０，９７８

通常
３，９８１
最大
１０，５０７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１
最大
１

通常
１
最大
１

通常
０．１
最大
０．１

通常
０．１
最大
０．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
３５９
最大
４３５

通常
３７０
最大
４５０

通常
２７７
最大
３３５

通常
２８８
最大
３５０

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
９～１２
最大
８～１２

通常
６～９
最大
６～１０

通常
９～１２
最大
８～１２

通常
６～９
最大
６～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
７４，１２２
最大
９１，８５４

通常
５０
最大
５５

通常
４４，８５７
最大
６０，０６９

通常
５０
最大
５５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１７
最大
５７

通常
１５
最大
５５

通常
１６
最大
４７

通常
１５
最大
５５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１，４６６
最大
２，０９６

通常
２０
最大
３０

通常
１９，４８３
最大
２５，４２３

通常
２０
最大
３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．０１
最大
０．０１

通常
０．０１
最大
０．０１

通常
０．０１
最大
０．０１

通常
０．０１
最大
０．０１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
９９
最大
１２９

通常
２４０
最大
２４０

通常
８８
最大
１１６

通常
２１３
最大
２１３

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後１４ヶ月後

使用開始の予定年月日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 焼 却

処 理 施 設 の 型 式 円筒横型焼却炉

処 理 施 設 の 構 造 外筒鋼板内部耐火レンガ

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 内径３．５メートル 長さ１９メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１７５立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 焼 却

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～４

最大 １～４

通常 －

最大 －

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９６，７１５

最大 １２３，７７０

通常 －

最大 －
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６ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口

� 東総合排水口

�������
�愛媛県告示第２２８３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２８４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ６０

通常 －

最大 －

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８００

最大 １，４００

通常 －

最大 －

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

通常 －

最大 －

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３５

最大 １７５

通常 －

最大 －

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．５～８．７

最大 ８．７

通常 ５．５～８．７

最大 ８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １８．４８

最大 ３５．０

通常 １７．５７

最大 ３５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０．０

最大 ６９．０

通常 ２９．８２

最大 ６９．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３９．９

最大 ５０．０

通常 ２４．０

最大 ３０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．９９

最大 ７．０

通常 ０．６

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４７，５１６

最大 ３２７，０００

通常 ２４８，９７８

最大 ３２７，０００

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．５～８．８

最大 ８．８

通常 ５．５～８．８

最大 ８．８

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

新宮村国民健康
保険診療所 新 宮 村 宇摩郡新宮村大字新宮

５０番地
平成１５年
１１月１日

柳 谷 歯 科 森 岡 透 上浮穴郡柳谷村柳井川
８３９番地

平成１５年
１１月７日

ほほえみ歯科ク
リニック 高 橋 啓 二

川之江市妻鳥町１１３６－
１フジグラン川之江専
門店棟

平成１５年
１２月１日

いよ産婦人科医
院 渡 邉 克 一 伊予市下吾川１４４２番地

１３
平成１５年
１０月１日

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．３３

最大 ２０．０

通常 ９．３３

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１．０

最大 ６０．０

通常 ２１．０

最大 ６０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．０

最大 １０．０

通常 ６．０

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ３．０

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，１７４

最大 ３３，０００

通常 １７，１７４

最大 ３３，０００

備考 その他に雨水排水口が３５カ所ある。

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

柿原薬局 青空薬局 メディカルブレーン株式会
社 宇和島市柿原甲１３５２番４ 平成１５年１１月１日
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�愛媛県告示第２２８５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２８６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用

する同法第４９条の規定により指定した施術機関を次のように

廃止した旨の届出があった。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２８７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、東予市河原津土地改良区から認可申請のあった土地

改良事業（維持管理）の計画の変更を平成１５年１１月２７日認可

した。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２８８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、土居町小林土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

北本郷揚水地区）の施行を平成１５年１１月２７日認可した。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２８９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、土居町土居土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

下飯武揚水地区）の施行を平成１５年１１月２７日認可した。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２９０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、土居町長津土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

八日市揚水地区）の施行を平成１５年１１月２７日認可した。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２９１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、伊予三島市寒川町土地改良区から認可申請のあった

新たな土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排

水）・大倉地区）の施行を平成１５年１１月２７日認可した。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２９２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、伊予三島市中央土地改良区から認可申請のあった新

たな土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水

）・具定地区）の施行を平成１５年１１月２７日認可した。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２９３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、三瓶町土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・周木

地区）の施行を平成１５年１１月２８日認可した。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２９４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、菊間町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・中井出地区）の施

行に平成１５年１１月２７日同意した。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２９５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

温泉郡中島町大字粟井丁２３の８

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第２２９６号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補

償法（昭和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

新宮村国民健康
保険診療所 新 宮 村 宇摩郡新宮村大字新宮

１０１５番地
平成１５年
１１月１日

いよ産婦人科医
院 医療法人春風会 伊予市下吾川１４４２番地

１３
平成１５年
１０月１日

施術機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

和 田 接 骨 院 和 田 摂 守 伊予三島市中央三丁目
１－９

平成１５年
１２月１日
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件に適合すると認めるので、同条第５項において準用する同

法第１０５条の２第４項の規定に基づき、次のとおり公示する

。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

区 域 区 分

深浦区域（深浦漁業協
同組合の地区）

加入区の設定（漁獲共済）（平成１４年１２月
愛媛県告示第２０１３号）の表４２の項区分の欄
�から�までに掲げる漁業以外の漁業

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川松山線
温泉郡重信町大字上林字湧水中通甲１０４番１地先から

同大字字上駄馬乙８６７番３まで

旧 ３．０～９．０ ０．６００

新 ７．０～２７．６ ０．６２４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川松山線
温泉郡重信町大字上林字湧水中通甲１０４番１地先から

同大字字上駄馬乙８６７番３まで
平成１５年１２月１６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号
北宇和郡広見町大字清水１２８７番１から

同大字１２４５番３まで

旧 ８．８～２０．０ ０．２８０

新 １３．１～２１．０ ０．２８０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
北宇和郡広見町大字清水１２８７番１から

同大字１２４５番３まで
平成１５年１２月１６日
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公 告
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�愛媛県告示第２３０２号
愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）第

９条第２項の規定に基づき、公営住宅法施行令（昭和２６年政

令第２４０号）第２条第１項第４号に規定する数値を次のとお

り定める。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３０１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

一般県営住宅の入居者募集について

愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号。以下「条例」という。）第３条第１項の規定に基づき、一般県営住

宅の入居者を次のとおり公募する。

平成１５年１２月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公募対象の建物概要

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５西局丹土（開）第１５号

平成１５年１２月２日
東予市北条１２４２番８、１２４２番２及び１２４１番２

東予市北条１２６４番地１
平 木 克 彦

１５松局伊土検（開）第３３号

平成１５年１２月３日

伊予市宮下字松ノ下２６９番３並びに同市宮下字大上戸５３１番１、５３１
番３、５３２番３、５３９番１、５４０番２、５４１番１、５４２番１、５４４番４、
５３９番１地先農道及び５４０番２地先水路

松山市森松町１０３５番地１
株式会社 上浮穴産業
代表取締役 西 岡 貞 夫

１５松局伊土検（開）第３４号

平成１５年１２月３日
伊予郡松前町大字西古泉字大福３７６番６

伊予郡松前町大字上高柳５８６番地１
兵 頭 靖 久

１５西局建（開）第２１号

平成１５年１２月４日
西条市大町字竹鼻６０６番１、６０６番４、６０７番１及び６０７番４

松山市土居田町７５０番地１
株式会社 ベルモニー
代表取締役 武 智 義 則

１５西局建（開）第２２号

平成１５年１２月５日
西条市玉津字東御船蔵６７７番２、６７７番７及び６７７番８

西条市神拝甲２１８番地の５
真 鍋 郁 子

設置所在地名 団 地 名 建設年度 構 造 別 数 値

松山市東石井
四丁目 石井団地 １５ 耐 火 ０．８０７０

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年１２月８日 特定非営利活動法人
アトリエ素心居 河 部 宏 子 松山市南斎院町８１２番地 この法人は不特定多数の障害のある人に対

し、芸術活動を支援することによって、美
術や音楽等の表現活動に興味・関心のある
障害者の潜在能力や可能性を引き出すと共
に、アートの視点から障害者の人権を守り
、社会参加を目指しながら、公益に寄与す
ることを目的とする。
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２ 家賃

条例第９条に規定する額。なお、家賃の外に共益費が必要である。

３ 入居者の資格（次の事項（公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）第６条第１項各号に掲げる者で知事が一般県営住

宅の管理上適当と認めるものにあっては�及び�、被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第１４号）第２１条に規定する者
で当該災害の発生した日から起算して３年を経過していないものにあっては�）を具備すること。）
� その者の収入が条例第５条第１号に規定する金額を超えないこと。

� 現に同居し、又は同居しようとする親族（事実上婚姻の関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者（３箇月以内

に結婚する者に限る。以下同じ。）を含む。）があること。

� 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

４ 申込受付期間

平成１６年２月２日から１０日まで

なお、抽せん日以後でも入居可能な場合は、順次申込みを受け付ける。

５ 申込受付場所

愛媛県松山地方局建設部建築指導課

６ 申込みに必要な書類

� 県営住宅入居申込書

� 市町村長の発行する平成１４年分の所得証明書

� 平成１５年分の所得を証明する書類（源泉徴収票又は収支明細書）

� 住民票の謄本

� 婚姻の予約者については、双方の両親又は媒酌予定者による婚約証明書

７ 入居の決定

抽せんにより決定する。

８ 抽せんの日時及び場所

� 日時

平成１６年３月１日（月）午後２時

� 場所

松山市北持田町１３２番地

愛媛県松山地方局 ７階大会議室

９ 抽せんの方法

一般住宅と特定目的住宅とは、別に抽せんする。

１０ 入居時期

平成１６年３月１８日

１１ その他

特定目的住宅へ入居申込みをする者は、その旨を申し出て、対象世帯であることの確認を受けること。

設置所在地名 団 地 名 構 造 別 型 別 床 面 積 募 集 戸 数
（特定目的住宅を含む。）

松山市東石井四丁
目 石井 中 層 耐 火

２ＤＫ ８０．６０� ６戸

１ＬＤＫ ７０．８０� ４戸

２ＬＤＫ
（車椅子用住宅） ９６．００� １戸

備考 「特定目的住宅」とは、入居者又は同居親族に６０歳以上の者がいる世帯、入居者又は同居親族に心身障害者がいる世帯、同居親族に１８
歳未満の児童が３名以上いる世帯及び入居者が配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものである世帯を対象とする住宅をいう。
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